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役員の報酬等の支給の基準 

 

(総則)  

第 1条 公益社団法人立体駐車場工業会(以下「本会」という。) の常勤の理事

並びに公益法人法第５条第 15号に定める外部理事及び同条第 16号に定める

外部監事に対する報酬等の支給については、この基準の定めるところによ

る。 

 

(報酬等の支給) 

第 2条 報酬等の支給は、次のとおりとする。 

一 常勤の理事 報酬年額 （一時金を含む）、退職慰労金 

二 外部理事及び外部監事 報酬  

2 常勤の理事に対しては、職員給与規程に準じた通勤費を支給する。 

 

(報酬の支給基準)  

第 3条 常勤の理事の報酬年額は、事業年度ごとに 1名につき 1,000 万円を超

えない範囲とする。 

2 常勤の理事の報酬年額は、前項の範囲内で理事会の決議により決定する。 

3 外部理事及び外部監事の報酬は、総会及び理事会など法人業務のために勤務し

た都度、１日につき３万円(源泉所得税等控除後の額）を支給する。 

4 前項にかかわらず、外部監事が監事監査（監査報告書の作成を含む）のため

に勤務した場合には、１日につき６万円（源泉所得税等控除後の額）を支給

する。 

 

(退職慰労金及び弔慰金の支給の基準)      

第 4条 常勤の理事が退任した場合には、総会の決議により退職慰労金を支給

する。 

2 退職慰労金は、常勤の理事の退任日又は死亡日における、その者の報酬年額

の 12 分の 1の額に、その者の在任期間を次の各号に区分して、当該各号に

掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

一 在任 4年までの期間については、在任期間 1年につき 100 分の 100  

二 在任 4年を超える期間については、在任期間 1年につき 100分の 140  

3 特別の事由があるときは、前項の規定により計算した退職慰労金の額に、退

任日又は死亡日における、その者の報酬年額の 12 分の 1の額の 10倍を上限

とし、加算して支給することができる。  

4 死亡した場合には、前 2項の規定による退職慰労金のほかに死亡した日にお

けるその者の報酬年額の 12分の 1の額の 5倍を上限とし、弔慰金としてその

遺族に支給する。 



- 2 - 

 

 

(在任期間の計算)  

第 5条 退職慰労金の算定の基礎となる在任期間の計算は、常勤の理事として

の引き続いた在任期間とする。 

2 前項の規定による在任期間の計算は、常勤の理事として就任した日の属する

月から退任又は死亡した日の属する月までの月数による。 

3 前 2項の規定による在任期間のうち、休職期間は在任年数に算入しない。 

業務上の傷害による休職の期間及び本会の命による休職の期間は在任年数に

算入する。 

4 前 3項の規定により計算した在任期間に、1年に満たない端数がある場合に

はその端数は月割(１月に満たないものは切り上げる)をもって計算する。 

 

(支給の方法) 

第 6条 報酬等は、その全額を通貨で支払うものとする。ただし、社会保険

料、源泉徴収による所得税その他法令に基づき報酬等から控除すべき金額が

ある場合には、その金額を控除した額を支払う。また、報酬等につき本人名

義の預金口座への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払う。 

2 報酬年額の支給の時期は、報酬年額の 12 分の 1を毎月支給し、その支給日

は職員の支給日に準ずる。 

3 常勤の理事が月の途中で交代した場合においては、当該月の日数の割合（暦

日を基本）に応じて報酬を支給する。 

4 報酬年額の 12 分の 1の額に 1円未満の端数を生じたときは、これを切り上

げる。  

5 退職慰労金及び弔慰金を計算した結果生じた 100円未満の端数は、これを

100円に切り上げる。 

  

(基準の変更)  

第 7条 この基準は、総会の決議により変更することができる。  

 

附則  

1.この基準は公益社団法人立体駐車場工業会の設立の登記の日から適用する。 

 

附則 

1. 第 2条第 2項及び第 5条第 4項に係る規定は、令和 3年 5月 20日より適用

する。 
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附則 

１．第 2条及び第 6条の規定の変更は、令和 5年 5月 18日より適用する。 

 

附則 

１．第 1条、第 2条第１項、第２項及び第 3条第 3項、第 4項に係る規定は、

令和 7年 5月 15日より適用する。 

 

附則 

1．第 2条及び第 3条の規定の変更は、令和 8年 5月 25日より適用する。 


